
Ⅲ あらゆる分野の意思決定層における女性の参画拡大
（１）企業における女性活躍の推進
・改正女性活躍推進法に基づく女性管理職比率の情報公表の義務化、プライム市場上場企業における女
性役員割合を2030年までに30％以上とする政府目標達成に向けた女性役員登用の加速化に向けた取組、
公共調達において女性活躍推進法等に基づく認定を受けた企業等を加点評価する取組等を推進する。

（２）政治・行政分野における男女共同参画の推進
・女性の政治参画への障壁等に関する調査の結果を踏まえ、関係機関の連携・協力も得ながら、様々な機
会を通じ、女性の政治参画への障壁とその解消に向けた必要な取組について啓発を行うなど、政治分野にお
ける男女共同参画を推進する。
・各府省において、各役職段階に占める女性の割合に関する数値目標を定め、より一層の女性登用に向けた
取組を強化するなど、行政分野における女性活躍を推進する。

（３）科学技術・学術分野における女性活躍の推進
・女子中高生の理工系分野への進学促進に向けた啓発等の取組や、国立大学・高専における女子学生の
増加等に対応した施設整備など、女性が少ない分野への進学者増に向けた取組の推進、女性研究者の両
立支援など大学等における女性登用の促進等に取り組む。

（４）国際的な分野における女性活躍の推進
・在外公館の各役職段階に占める女性の割合の引き上げや、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントの分野
において国際的に活躍できる人材を増やすための若者の育成に取り組む。

（２）仕事と育児・介護の両立の支援
○家事・育児・介護の負担が女性に偏っている現状を踏まえ、各種の支援により、育児や介護をはじめとし
たライフイベントとキャリア形成の両立を図る。
⇒・長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の推進、「共働き・共育て」の実現に向けた取組（男性
の育児休業取得の更なる促進、育児時短就業給付の実施・周知、仕事と育児を両立できる職場
環境の整備、出生後休業支援給付の実施・周知）、仕事と介護の両立支援の促進、外部サービ
ス利用の普及による家事負担の軽減、キャリア形成と育児等の両立を阻害する要因に関する調査
結果を踏まえた啓発、仕事と育児の両立にも資する就学児の居場所づくり、若者のライフデザイン支
援等に取り組む。

（３）仕事と健康課題の両立の支援
○女性自身に対する支援や企業における取組の推進等により、働く女性のライフステージごとの健康課題
に配慮し、女性の活躍を後押しする。
⇒・健診やセルフチェック、相談事業等の活用による女性の健康確保に向けた取組の推進、女性の健
康課題に取り組む企業の評価制度の活用・促進、中小企業における取組促進も視野に入れた女
性の健康課題に対応する施策の充実に向けた効果検証等に取り組む。

（４）職場等におけるハラスメントの防止
○職場等におけるハラスメントは、あってはならないものであり、事業主に雇用管理上の措置を義務付ける
こと等により、ハラスメントの防止を図る。
⇒・ハラスメントの規範意識の醸成、カスタマーハラスメント・就活等ハラスメント対策の強化等に取り組む。

民間企業 管理職相当の女性割合の推移

男女で異なる健康課題

Ⅳ 個人の尊厳が守られ、安心・安全が確保される社会の実現
（１）配偶者等への暴力への対策の強化
・配偶者からの暴力の被害者が、身近な地域において、保護命令の申立ての支援を含め、それぞれの状況に応じた必要な支援を切れ目なく受けることができるよう、配偶者暴力相談支援セン
ターの機能の充実、配偶者暴力防止法に基づく法定協議会の活用等による関係機関・団体等との一層の連携等、地域における被害者支援体制の充実強化のための都道府県や市町村の
取組を促進する。 3
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（備考）１．厚生労働省「令和２年患者調査」より作成。
２．総患者数は、ある傷病における外来患者が一定期間ごとに再来するという仮定に加え、医療施設の稼働日を考慮した調整を行うことにより、調査日

現在において、継続的に医療を受けている者（調査日には医療施設で受療していない者を含む。）の数を次の算式により推計したものである。
総患者数＝推計入院患者数＋推計初診外来患者数＋（推計再来外来患者数×平均診療間隔×調整係数（6/7））
推計に用いる平均診療間隔は99日以上を除外して算出。

３．「乳房の悪性新生物」及び「甲状腺中毒症」は男性も罹患するが、女性に多い病気である。
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（備考）１．厚生労働省「賃金構造基本統計調査」より作成。
２．令和２(2020)年から、調査対象が変更となり、10人以上の常用労働者を雇用する企業を集計しているが、令和元(2019)年

以前の企業規模区分（100人以上の常用労働者を雇用する企業）と比較可能となるよう、同様の企業規模区分の数値により
算出した。

３．常用労働者の定義は、平成29(2017)年以前は、「期間を定めずに雇われている労働者」、「１か月を超える期間を定めて雇われ
ている労働者」及び「日々又は１か月以内の期間を定めて雇われている者のうち４月及び５月に雇われた日数がそれぞれ18日以

               上の労働者」。平成30(2018)年以降は、「期間を定めずに雇われている労働者」及び「１か月以上の期間を定めて雇われている
労働者」。

４．令和２(2020)年から推計方法が変更されている。
５．「賃金構造基本統計調査」は、統計法に基づき総務大臣が承認した調査計画と異なる取扱いをしていたところ、平成31(2019)年

１月30日の総務省統計委員会において、「十分な情報提供があれば、結果数値はおおむねの妥当性を確認できる可能性は高い」
との指摘がなされており、一定の留保がついていることに留意する必要がある。
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